
　八雲町では、令和５年２月１日より国の「出産・子育て応援給付金」を活用し、全ての妊婦や
子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相
談・支援を行う「伴走型相談支援」を行うとともに、出産育児関連品の購入や子育て支援サービ
スの利用等における負担軽減を目的に「経済的支援」を行っています。

⑴令和４年４月以降に妊娠届出を提出した妊婦の方　
　出産応援給付金として５万円（妊婦１人あたり）
⑵令和４年４月以降に出産し、児童を養育する方
　子育て応援給付金として５万円（新生児１人あたり）
※令和４年４月から令和５年１月の間に出産した方は、妊娠届を令和４年３月以前に提出してい
ても、出産応援給付金と子育て応援給付金が合わせて支給されます。
※双子の場合、出産応援給付金５万円、子育て応援給付金10万円となります。
※所得制限はありません。

　対象となる方に申請書等をお送りしますので必要書類を添えて、郵送または窓口【役場５番窓
口：住民生活課児童係】に提出してください。
※妊娠届出・出産時期が令和４年４月から令和５年１月の間の方は申請書と併せてお送りするア
ンケートへの回答が必要です。その他の方は面談が必要です。

※詳細は町ＨＰをご覧いただくか、下記担当係までお問い合わせください。

八雲町
「出産・子育て応援給付金」

について

【問い合わせ先】・給付金支給手続きについて　住民生活課児童係　　　　　　☎0137－62－2112
　　　　　　　　・アンケート・面談について　保健福祉課健康推進係　　　　☎0137－64－2111
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊石総合支所住民サービス課　☎01398－2－3111

支給対象者と給付額

支給方法

《支給のイメージ》

①母子手帳交
付時に面談

②出産応援給付
金申請書の提出

③妊娠７か月頃にアンケー
トを記入（希望者は面談）

④新生児訪問
にて面談

⑤子育て応援給付
金申請書の提出

出産応援給付金
５万円

（妊婦１人あたり）

子育て応援給付金
５万円

（新生児１人あたり）
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